
提出期間は２月16日木～３月15日水です
　確定申告とは、前年１月１日から12月31日までの１年間の所得とそれに対する所得税額を計算し、確定申告
書を税務署へ提出することをいいます。
　申告が必要な人は、収入がわかる書類や控除証明書などの書類を揃えたうえで申告します。なお、事業（営業・
農業）や不動産の所得の申告は、事前に収支内訳書を作成してください。
　源泉徴収などですでに納めている所得税額より確定申告書で計算した所得税額が少ない場合の還付申告は、
２月15日（水）以前でも税務署で行えます（平日の午前９
時～午後５時）。
※ 市では、申告受付を行います。詳しくは、広報こなん２

月号でお知らせします（日程表は事前に市ホームペー
ジに掲載します）。

※ 水口税務署の確定申告会場は、２月16日（木）から水口
社会福祉センター（甲賀市）に開設します。

確定申告の準備は
� お早めに！

問水口税務署　☎62 ● 0314（代）
　※ 自動音声での案内です。アナウンスに従い、操

作してください。
　税務課〔東庁舎〕　☎71 ● 2319
※ 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

あなたは確定申告が必要？不要？

申告かんたんチェック
スタート！

はい

はい

はい

はい

はい

はい
いいえ

はい
いいえ

はい
いいえ

はい
いいえ

はい
いいえ

いいえ

い
い
え

い
い
え

いいえい
い
え

い
い
え

次の❶～❹に該当するものへ進んでください。

保険の満期返戻金など一時的な収入があり、収入－必要経費－50万円が０円より大きくなる

勤務先で
年末調整
を済ませ
た

※所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
■市・県民税（住民税）の申告について
・昨年１年間、無収入の人でも住民税の申告をしなければ、（非）課税証明書など一部税証明が発行されない場合があります。
・非課税収入（遺族年金・障害者年金など）や預貯金などで生計を立てていた人は住民税の申告が必要です。
　申告をしなければ、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減対象になりません。

平成28年中に収入がある 譲渡所得がある
（土地や建物を売ったり、株式の取引による収入など）

医療費控除、生命保険
控除など控除内容に
追加・変更がある

公的年金収入が
400万円以下である

年末調整をした所得以外に、
ほかの会社の給与収入や、ほ
かの所得がある

ほかの所得が
20万円以下である

公的年金以外の所得がある

Aへ

Aへ

所得税の確定申告
が必要です

A 市・県民税（住民税）の申告が
必要です（所得税の確定申告
は不要です）

B
農業所得、不動産所得、事業所得のいずれかがある（自営業・外交員・内職など） Cへ

所得税または市・県民税（住民税）の
申告が必要です（内容や金額により
申告の種類が異なります）

C 申告の必要が
ありません。

源泉徴収票に源泉徴収
税額の記載がある

D

Bへ
Dへ

Aへ
Bへ

Dへ
Cへ

Bへ
Cへ

Cへ
Aへ

市内に住む親族の控除対象扶養親族である

給与収入が2,000万円以下である。

❶

❷
❸
❹

はい
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イラストの色ルール
人のイラストを使用する場合は

メインカラーが寒色の号（青や緑系）
→イラストをグレーにする。

メインカラーが暖色の号（赤、オレンジ系）
→今までどおりイラスト２色

ファックスマークは
以下より使用
14Q 
13Q 
12Q 

合
は
、確
定
申
告
を
す
る
こ
と
で

源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【 

１
年
間
の
納
付
額
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
】

平
成
28
年
中
の
各
保
険
税（
料
）

の
納
付
額
を
記
載
し
た「
社
会
保

険
料
納
付
確
認
書
」を
、１
月
中
旬

に
納
付
義
務
者
へ
送
付
し
ま
す
。

昨
年
１
年
間
に
納
付
し
た
各
保

険
税（
料
）は
、国
民
年
金
保
険
料

と
同
じ
く
社
会
保
険
料
控
除
と
し

て
支
払
っ
た
全
額
を
支
払
っ
た
人

の
所
得
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

※
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る

各
保
険
税（
料
）は
含
ま
れ
て
い

ま
せ
ん
。別
途
、年
金
の
源
泉
徴

収
票
な
ど
で
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

※
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る

各
保
険
税（
料
）は
、年
金
受
給

者
本
人
の
所
得
か
ら
し
か
差
し

引
け
ま
せ
ん
。

※
勤
務
先
の
年
末
調
整
で
、す
で

に
社
会
保
険
料
控
除
に
含
め
て

い
る
人
は
、申
告
時
に
控
除
が

二
重
に
な
ら
な
い
よ
う
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

※
市
役
所
か
ら
送
付
す
る「
社
会

保
険
料
納
付
確
認
書
」は
申
告

書
へ
の
添
付
義
務
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、日
本
年
金
機
構
か
ら
送

付
さ
れ
る
国
民
年
金
保
険
料
の

控
除
証
明
書
は
添
付
が
必
要
で

す
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

を
利
用
し
て
、自
宅
や
事
業
所

の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
申
告
書
を
作

成
す
る
と
、税
額
が
自
動
計
算

さ
れ
、誤
り
な
く
作
成
で
き
ま

す
。

○
申
告
書
は
次
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト（
ｅ

－

Ｔ

ａ
ｘ
）で
提
出（
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド（
電
子
証
明
書

付
）、ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
と
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ラ
イ
タ
が
必
要
で
す
）。

・
印
刷
し
て
添
付
書
類
と
と
も

に
郵
送
な
ど
で
提
出
。

申
告
書
な
ど
は
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
作
成
で
き
ま
す

国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
、介
護
保
険
に
加
入
し
て

い
る
人
へ

【 

上
場
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
お

よ
び
配
当
所
得
が
あ
る
人
は
申

告
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
】

国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
、介
護
保
険
に
加
入
し

て
い
る
人
は
、所
得
に
応
じ
て
保

険
税
や
保
険
料
の
計
算
を
行
い
ま

す
。申

告
し
た
所
得
を
各
保
険
税

（
料
）の
計
算
に
含
め
る
た
め
、譲

渡
所
得
や
配
当
所
得
な
ど
を
申
告

す
る
と
保
険
税（
料
）が
増
え
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。所
得
税
の
還
付

金
よ
り
も
保
険
税（
料
）の
増
額
が

大
き
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

【 
株
式
の
譲
渡
所
得
や
配
当
所
得

に
つ
い
て
】

証
券
会
社
の
特
定
口
座
で
源
泉

徴
収
さ
れ
て
い
る
場
合
や
、上
場

株
式
の
配
当
が
あ
っ
た
場
合（
大

口
株
主
は
除
く
）、確
定
申
告
は
原

則
不
要
で
す
。し
か
し
、所
得
よ
り

も
所
得
控
除
が
多
い
場
合
や
、株

式
の
売
買
に
つ
い
て
平
成
25
～
27

年
分
の
損
失
を
繰
越
し
て
い
る
場

平成28年分から確定申告書などの提出の際には

申告書へのマイナンバーの記載 本人確認書類の提示または写しの添付 が必要です+

マイナンバーカード（個人番号カード）を持っている人
●�マイナンバーカードだけで、本人確認（番号確認と本人確認）が可能です。
● 自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。

マイナンバーカードを持っていない人

本人のマイナンバーを確認できる書類

次のうちいずれか一つ
●通知カード
●住民票の写しか住民票記載事項証明書
　（マイナンバーの記載があるものに限る）

記載したマイナンバーの
持ち主であることを確認できる書類

次のうちいずれか一つ
●運転免許証　　　　●健康保険証
●パスポート　　　　●身体障害者手帳
●在留カード

本人確認に必要なもの
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今
か
ら
で
き
る
準
備
は
？

① 

昨
年
１
年
間（
１
月
１
日
～
12
月
31
日
）に
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収

書
を
用
意
す
る（
健
康
保
険
組
合
な
ど
が
発
行
す
る「
医
療
費
の
お
知

ら
せ
」は
、領
収
書
に
な
り
ま
せ
ん
）。

② 

治
療
を
受
け
た
人
ご
と
の
病
院
別
に
そ
れ
ぞ
れ
合
計
し
、医
療
費
の

明
細
書
を
作
成
す
る（
明
細
書
は
、指
定
・
任
意
様
式
の
ど
ち
ら
で
も

か
ま
い
ま
せ
ん
）。

③ 

生
命
保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
り
、健
康
保
険
か
ら
返
っ
て
き
た

金
額
が
あ
れ
ば
、差
し
引
く
。な
お
、ま
だ
保
険
金
な
ど
を
受
け
取
っ

て
い
な
い
場
合
は
、受
取
予
定
額
を
差
し
引
く
。

● �

健
康
診
断
、人
間
ド
ッ
ク
費
用

（
診
断
で
病
気
が
見
つ
か
り
、治

療
に
至
っ
た
場
合
は
対
象
に
な

り
ま
す
）

● �

美
容
整
形
の
費
用

● �

疾
病
予
防
、健
康
増
進
の
た
め

の
医
薬
品
、予
防
接
種

● �

通
院
に
か
か
る
タ
ク
シ
ー
代

（
や
む
を
得
な
い
場
合
は
対
象

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）、自

動
車
の
ガ
ソ
リ
ン
代
、駐
車
料

金
な
ど

●�

医
師
、歯
科
医
師
に
よ
る
診
療

費
・
治
療
費
・
入
院
費

● �

治
療
、療
養
の
た
め
の
医
薬
品

の
購
入
費（
薬
局
以
外
で
購
入

し
た
も
の
も
含
む
）

● �

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、

は
り
師
、き
ゅ
う
師
、柔
道
整
復

師
に
よ
る
治
療
の
た
め
の
施
術

費
● �

主
治
医
の
証
明
を
受
け
た
介
護

用
お
む
つ
費
用

● �

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た

際
の
領
収
書
な
ど
に
記
載
さ
れ

て
い
る
医
療
費
控
除
相
当
分

● �

特
定
保
健
指
導
の
う
ち
一
定
の

基
準
に
該
当
す
る
人
が
支
払
う

自
己
負
担
金

● �

通
院
の
た
め
の
交
通
費（
公
共

交
通
機
関
の
も
の
）

確定申告の準備はお早めに！

控
除
で
き
る
金
額
は
？

　

医
療
費
控
除
の
金
額
は
左
図
の

よ
う
に
計
算
し
、最
高
２
０
０
万

円
ま
で
で
す
。

　
「
保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ

る
金
額
」と
は
、健
康
保
険
な
ど
か

ら
支
給
を
受
け
る
療
養
費
や
出
産

育
児
一
時
金
の
ほ
か
、生
命
保
険

契
約（
簡
易
保
険
な
ど
を
含
む
）の

医
療
保
険
金
、入
院
給
付
金
な
ど

で
す
。

　
本
人
や
生
計
を
一
に
す
る
家
族

が
病
気
や
け
が
な
ど
で
治
療
を
受

け
、１
年
間
に
お
お
む
ね
10
万
円

を
超
え
る
医
療
費
を
支
払
っ
た
と

き
に
は
、医
療
費
控
除
と
し
て
所

得
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。

対
象
に
な
る
も
の

対
象
に
な
ら
な
い
も
の

医
療
費
控
除

　

健
康
保
険
か
ら
支
給
さ
れ
た
高

額
療
養
費
は
、支
払
っ
た
医
療
費
か

ら
差
し
引
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。12
月
末
ま
で
に
支
払
っ
た
医
療

費
が
高
額
療
養
費
に
該
当
す
る
場

合
は
、確
定
申
告
ま
で
に
保
険
年
金

課〔
東
庁
舎
〕（
☎
71
●

２
３
２
４
）

で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の　
①
医
療

費
領
収
書
の
原
本（
確
認
後
、返

却
し
ま
す
）、②
健
康
保
険
証
、

③
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の
、

④
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
か
通

知
カ
ー
ド

国
民
健
康
保
険
に

�

加
入
し
て
い
る
人
へ

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人

の
お
む
つ
代
を
医
療
費
控
除
と
し

て
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

初
回
は
医
療
機
関
が
発
行
す
る

「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」が
必
要
で

す
が
、２
年
目
以
降
は
市
が
発
行

す
る
確
認
書
で
申
告
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。申
請
書
を
高
齢
福
祉

課〔
保
健
セ
ン
タ
ー
〕へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
介
護
保
険
認
定
時
の「
主
治
医

意
見
書
」に「
お
む
つ
使
用
」な

ど
の
記
載
が
な
い
場
合
は
確
認

書
を
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

大
人
用
お
む
つ
代（
確
認
書
交
付
）

支払った医療費
の総額

保険金などで補てん
される金額

負担した医療費
（A）①

医療費控除額の計算方法

医療費控除額
（最高200万円）（A） （B）③

（B）② 10万円または所得金額の合計額の5％の
いずれか少ないほうの金額

問�

税
務
課〔
東
庁
舎
〕

　
☎
71
●

２
３
１
９

　

72
●

２
４
６
０
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イラストの色ルール
人のイラストを使用する場合は

メインカラーが寒色の号（青や緑系）
→イラストをグレーにする。

メインカラーが暖色の号（赤、オレンジ系）
→今までどおりイラスト２色

ファックスマークは
以下より使用
14Q 
13Q 
12Q 

ロ
ー
ン
を
組
ん
で
住
宅
を
購
入
し
た
と
き
や
新

築
、増
改
築
な
ど
を
行
っ
た
と
き
、一
定
の
要
件
を

満
た
し
て
い
れ
ば
、計
算
式
で
求
め
た
額
を「
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）」と
し

て
所
得
税
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
必
要
な
書
類

・
住
民
票
の
写
し（
平
成
28
年
分
は
除
く
）

・
家
屋
・
敷
地
の
登
記
事
項
証
明
書

・
工
事
請
負
契
約
書
・
売
買
契
約
書
の
写
し

・
住
宅
取
得
資
金
に
か
か
る
借
入
金
の
年
末
残
高

等
証
明
書

・
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

場
合
）な
ど

※
増
改
築
や
中
古
住
宅
で
一
定
の
築
年
数
を
経
過

し
た
も
の
や
長
期
優
良
住
宅
な
ど
は
、ほ
か
に

も
必
要
書
類
が
あ
り
ま
す
。

　

控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、確
定
申
告
が
必
要

で
す
。サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
２
年
目
以
降
、年
末
調
整

で
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
詳
し
く
は
水
口
税
務
署
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

住
宅
ロ
ー
ン
控
除

ふ
る
さ
と

�

納
税
制
度

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
や

省
エ
ネ
改
修
工
事
を
し
た
場
合

　

住
宅
ロ
ー
ン
を
組
ん
で
マ
イ
ホ
ー
ム
の
増
改
築

を
し
、そ
の
中
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
や
省
エ
ネ

改
修
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、通
常
の
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
と「
特
定
増
改
築
等
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
」の
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
て
受
け
ら
れ
ま
す
。ま

た
ロ
ー
ン
を
組
ま
ず
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
や
省

エ
ネ
改
修
を
し
た
場
合
で
も
、一
定
の
要
件
を
満

た
せ
ば「
住
宅
特
定
改
修
特
別
税
額
控
除
」が
受
け

ら
れ
ま
す
。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合

①ふるさと納税+ワンストップ特例申請書の提出

な要必に除控 ②  
情報を連絡

ふるさと納税先
の自治体

住所地
市区町村

を税納とさるふ ③
した翌年度分の
住民税の減額

ふるさと納税を
行った人

確定申告が不要な
給与所得者などが対象

5団体以内のふるさと納税で、
確定申告を行わない場合

　

都
道
府
県
や
市
区
町
村
に
寄
附（
ふ

る
さ
と
納
税
）を
す
る
と
、寄
附
金
の
う

ち
２
千
円
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
、

一
定
の
上
限
ま
で
原
則
と
し
て
所
得

税
、市
・
県
民
税（
住
民
税
）か
ら
全
額
が

控
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。

※
全
額
控
除
さ
れ
る
ふ
る
さ
と
納
税
額

の
年
間
上
限
を
超
え
た
金
額
は
、全

額
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、確
定
申
告
が
不
要
な
給
与
所

得
者
な
ど
で
、ふ
る
さ
と
納
税
先
が
５

団
体
以
内
の
場
合
、確
定
申
告
が
不
要

と
な
る「
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
」を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　身体障害者手帳などの交付を受けていない65
歳以上の人で、認定基準に該当する人は、障害者
控除の認定書の交付が受けられます。認定書を
確定申告時に提示すると所得税や市・県民税の
障害者控除が受けられます。
　また、認定時に比べ認知症や寝たきりの程度が
変わったと思われるときは相談してください。
■申請方法　申請書を問へ。
■認定基準　（次のいずれかに該当する人）　

試験区分 保育士・幼稚園教諭・保育教諭

採用予定人数 ２人

受験
資格

年齢要件 昭和57年４月２日以降に生まれた人

資格要件 保育士資格および幼稚園教諭免許を有する人
（平成29年３月31日までに取得見込みを含む）。

第一次試験 日時：１月28日（土）　午前９時45分～午後５時
場所：共同福祉施設（サンライフ甲西）

第二次試験の詳細については、第一次試験合格者に通知します。

受験申込書

人事課で配布するほか市ホームページからも
ダウンロードできます。郵送を希望する人は、
表に「職員採用試験（試験区分）申込書請求」と
朱書きした封筒で、返信用封筒（サイズは33cm
×24cm。140円切手を貼り、宛先を明記したも
の）を送付してください。

受付期間
１月４日（水）～16日（月）の午前８時30分～午
後５時15分（土・日曜日、祝日を除く）。郵送は締
切日必着

※詳しくは市ホームページを見るか、人事課へ問い合わせてください。

寝たきりや認知症などの
高齢者が障害者控除の 
対象になります

平成29年４月採用
湖南市職員を募集します

日常生活自立度
（介護保険認定調査票）

身体障がい
の程度

（指定医の診
断書）障害高齢者 認知症高齢者

特別障害者
控除

ＢまたはＣ
（寝たきり状態
が６か月以上）

ⅣまたはＭ
重度

（１級または
２級）

障害者控除 － ⅡまたはⅢ 軽度（３～６級）

問高齢福祉課〔保健センター〕
☎71 ● 2356　 72 ● 1481

問人事課〔東庁舎〕（〒520-3288　住所記載不要）
　☎71 ● 2312　 72 ● 1146

（認定書を交付）
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